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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　化粧料を口唇に塗布するための塗布用具と、該化粧料を収容するための容器とを備え、
該塗布用具が該容器の口部から該容器内に出入自在な口唇化粧料塗布具であって、
　前記塗布用具は、前記化粧料を付着させるための塗布部と、先端に該塗布部を連結した
支持軸を有しており、
　前記塗布部は、前記支持軸の延びる方向に長手方向を有し、該長手方向と直交する方向
に幅方向を有する縦長の形状で、かつ該長手方向に沿って湾曲している基体部を備え、該
基体部はその表面全域が曲面のみで形成されており、
　長手方向に沿って湾曲した前記塗布部は、凹状に湾曲した側の面が、前記化粧料の付着
面となっており、
　前記付着面においては、その幅方向中央域に、長手方向に延び、かつ幅方向断面が略山
形である凸条部が形成されており、略山形の該凸条部はその２つの斜面が、化粧料の保持
が可能な凹状の湾曲面をなし、
　前記塗布用具が前記容器内に挿入された状態において、前記塗布部の付着面が該容器の
底部方向を向くように、該塗布部が該支持軸の軸方向に対して傾斜している口唇化粧料塗
布具。
【請求項２】
　前記塗布部に形成された長手方向に延びる前記凸条部は、該長手方向の中央域における
高さが、該長手方向の先端域及び後端域における高さよりも低く、それによって、該中央
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域においても化粧料の付着が可能になっている請求項１に記載の口唇化粧料塗布具。
【請求項３】
　前記塗布部は、その長手方向に延びる左右の側縁が、該長手方向の少なくとも中央域に
おいて略直線状をなしかつ互いに平行になっており、
　前記容器の口部又はその近傍に、前記塗布部と接触しながら該塗布部の挿入・抜き出し
が可能な孔部を略中央部に有する弁部材が設けられている請求項１又は２に記載の口唇化
粧料塗布具。
【請求項４】
　前記孔部は円孔からなり、
　前記塗布部は、前記付着面と対向する面が凸面になっており、
　前記塗布部の幅方向での断面視における前記凸面の曲率が、前記円孔の曲率と略一致し
ている請求項３に記載の口唇化粧料塗布具。
【請求項５】
　前記基体部の表面に植毛処理が施されている請求項１～４のいずれか一項に記載の口唇
化粧料塗布具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、口紅やリップグロス等の口唇化粧料を口唇に塗布するために特に好適に用い
られる塗布用具を備えた口唇化粧料塗布具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　口紅やリップグロス等の口唇化粧料を口唇に塗布するための塗布具として、支持軸の先
端に塗布部を備えた構造のものが一般に利用されている。塗布部は、植毛（フロック）を
有するタイプと、植毛無し（スパチュラ）タイプのものに大別される。
【０００３】
　例えば特許文献１には、植毛（フロック）を有するタイプの塗布部が記載されている。
この種の塗布部は、十分な量の化粧料を該塗布部に保持したい場合に採用されるものであ
る。しかしながら、例えば口紅の上にグロスを重ね塗りする場合や、下地化粧料の上に口
紅を重ね塗りする場合等のように、化粧料を重ね塗りする場合には、後から塗る化粧料の
塗布操作を行うときに、先に塗られていた化粧料がフロックによって拭い取られてしまい
、先に塗られていた化粧料の効果が減少してしまう。また、拭い取られた化粧料が塗布具
に付着し、これが付着したまま塗布具を容器内に収容すると、化粧料どうしの混合が起こ
り、それによって化粧料の着色や変色等の不具合が生じることがある。
【０００４】
　一方、特許文献２には植毛無し（スパチュラ）タイプの塗布部が記載されている。この
塗布部はフロックを有していないので、上述の重ね塗りをする場合に、フロックによって
先に塗られていた化粧料が拭い取られることはない。しかし、塗布部に角部を有している
ことに起因して、図１９に示すように、該角部Ｃによって、先に塗られていた化粧料が削
り取られてしまう。したがって、この塗布部も、上述した特許文献１に記載の塗布部と同
様の不具合を起こすことがある。
【０００５】
【特許文献１】特開２００４－５８７号公報
【特許文献２】特開２００８－１２１７７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　したがって本発明の目的は、上述した従来技術が有する種々の不都合を解消し得る口唇
化粧料塗布具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、化粧料を口唇に塗布するための塗布用具と、該化粧料を収容するための容器
とを備え、該塗布用具が該容器の口部から該容器内に出入自在な口唇化粧料塗布具であっ
て、
　前記塗布用具は、前記化粧料を付着させるための塗布部と、先端に該塗布部を連結した
支持軸を有しており、
　前記塗布部は、中央部に窪み部が形成された凹面を一表面に有する扁平体からなる基体
部を備え、該基体部はその表面全域が曲面のみで形成された平滑なものであり、
　前記塗布用具が前記容器内に挿入された状態において、前記塗布部の凹面が該容器の底
部方向を向くように、該塗布部が該支持軸の軸方向に対して傾斜している口唇化粧料塗布
具を提供するものである。
【０００８】
　また本発明は、化粧料を口唇に塗布するための塗布用具と、該化粧料を収容するための
容器とを備え、該塗布用具が該容器の口部から該容器内に出入自在な口唇化粧料塗布具で
あって、
　前記塗布用具は、前記化粧料を付着させるための塗布部と、先端に該塗布部を連結した
支持軸を有しており、
　前記塗布部は、前記支持軸の延びる方向に長手方向を有し、該長手方向と直交する方向
に幅方向を有する縦長の形状で、かつ該長手方向に沿って湾曲している基体部を備え、該
基体部はその表面全域が曲面のみで形成された平滑なものであり、
　長手方向に沿って湾曲した前記塗布部は、凹状に湾曲した側の面が、前記化粧料の付着
面となっており、
　前記付着面においては、その幅方向中央域に、長手方向に延び、かつ幅方向断面が略山
形である凸条部が形成されており、略山形の該凸条部はその２つの斜面が、化粧料の保持
が可能な凹状の湾曲面をなし、
　前記塗布用具が前記容器内に挿入された状態において、前記塗布部の付着面が該容器の
底部方向を向くように、該塗布部が該支持軸の軸方向に対して傾斜している口唇化粧料塗
布具を提供するものである。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、先に塗られていた化粧料を口唇表面から除去することなく、口唇に化
粧料を首尾良く重ね塗りすることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明の口唇化粧料塗布具を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しなが
ら説明する。図１には、本発明の口唇化粧料塗布具の第１の実施形態の正面図が、一部破
断した状態で示されている。
【００１１】
　図１に示すように、本実施形態の口唇化粧料塗布具１は、口唇化粧料４を口唇５に塗布
するための塗布用具２と、口唇化粧料４を収容するための容器３とを備えている。以下、
塗布用具２及び容器３についてそれぞれ説明する。
【００１２】
　先ず、容器３について説明すると、容器３は有底の細長い円筒状のものである。容器３
はその内部に液状化粧料４を収容できるようになっている。容器３は、その底部と対向し
て口部３３を有する。口部３３は上方に向けて開口している。口部３３の外周面にはネジ
部３２が設けられている。このネジ部３２は、後述する塗布用具２の蓋体２３の内周面に
設けられたネジ部（図示せず）と螺合可能になっている。
【００１３】
　容器３における口部３３はその近傍に弁部材３１を有している。弁部材３１は、容器３
の口部３３から底部に向けて縮径した漏斗状の形状をしており、その下端の位置に孔部３
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１Ａを有している。孔部３１Ａは、容器３の横断面視において、弁部材３１の略中央部に
形成されている。また孔部３１Ａは円孔となっている。しかし、孔部３１Ａの形状はこれ
に限られない。孔部３１Ａは、塗布用具２の先端に位置する塗布部２１を容器３内に挿入
し、また容器３内から抜き出すことが可能な大きさを有している。更に孔部３１Ａは、塗
布部２１を容器３内に挿入し、また容器３内から抜き出すときに、該塗布部２１に接触す
る程度の大きさでもある。これによって、塗布用具２を抜き出すときに、先ず支持軸２２
に付着した化粧料４が弁部材３１によって適度にしごき取られる。支持軸２２に化粧料４
が付着していると、塗布する必要のないところに間違えて化粧料を付着させてしまうおそ
れがあるので、これをしごき取ることで使い勝手が向上する。塗布用具２を更に抜き出す
と、次に塗布部２１に付着した化粧料４が弁部材３１によって適度にしごき取られ、適量
の化粧料４が塗布部２１に保持される。この目的のために、弁部材３１はゴム等の弾性材
料から構成されている。なお図１においては、弁部材３１は、口部３３から若干離れた下
方寄りに位置しているが、これに代えて、口部３３の位置に弁部材３１を配置してもよい
。
【００１４】
　容器３に収容される化粧料４としては、流動性を有する口唇化粧料が用いられる。その
ような化粧料は、当該技術分野においてよく知られたものである。その例としては、下地
塗り用化粧料、各種口紅、リップグロスやリップカラー等と称される仕上げ用のつや出し
化粧料等が挙げられる。
【００１５】
　容器３と組み合わせて用いられる塗布用具２は、塗布部２１と支持軸２２とを有してい
る。これらの部材は、容器３の口部３３から該容器３内に出入自在となっている。塗布部
２１は化粧料４を口唇に塗布するために用いられる。支持軸２２は、その先端において塗
布部２１と連結している。塗布部２１と支持軸２２とは同一材料から一体的に構成されて
いてもよく、あるいは予め製造された２つの部材を所定の手段によって結合させて構成さ
れていてもよい。
【００１６】
　塗布用具２は、更に蓋体２３を有している。蓋体２３は、支持軸２２の後端と連結して
いる。蓋体２３は、上述のとおり、その内周面にネジ部（図示せず）を有している。この
ネジ部は、上述した容器３のネジ部３２と螺合可能になっている。蓋体２３が容器３のネ
ジ部３２と螺合した状態においては、塗布具１は略円柱状の形状となる。この状態におい
ては、塗布部２１は容器３の底部よりも若干上方に位置している。
【００１７】
　図２には塗布部２１の拡大図が示されている。なお、図１と図２では、塗布部２１の上
下関係が逆転している。同図に示すように、塗布部２１は扁平体からなる基体部を有して
いる。後述する図１８に示す第６の実施形態と異なり、本実施形態においては、基体部そ
のものが塗布部２１となっている（図１８に示す実施形態においては、基体部と植毛部と
が塗布部２１となっている）。塗布部２１は、支持軸の延びる方向に長手方向Ｘを有し、
長手方向Ｘと直交する方向に幅方向Ｙを有する縦長の形状である。更に塗布部２１は、長
手方向Ｘに沿って湾曲している。
【００１８】
　縦長の扁平形状からなる塗布部２１は、第１の面２１Ａとこれに対向する第２の面２１
Ｂとを有する。第１の面２１Ａは凹面になっている。この凹面は、湾曲した塗布部２１に
おける凹状に湾曲した側の面である。一方、第２の面２１Ｂは凸面になっている。この凸
面は、湾曲した塗布部２１における凸状に湾曲した側の面である。
【００１９】
　塗布部２１は、凹面である第１の面２１Ａの中央部に窪み部２１Ｃを有している。窪み
部２１Ｃは化粧料４を保持する部位である。窪み部２１Ｃは、塗布部２１の長手方向に延
びる略長円形をしている。塗布具１の使用時には、図３に示すように、化粧料４は窪み部
２１Ｃに保持される。
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【００２０】
　塗布部２１は、支持軸２２に対して所定の角度をもって傾斜している。詳細には、塗布
部２１は、塗布用具２が容器３内に挿入された状態において、塗布部２１の凹面である第
１の面２１Ａが容器Ａの底部方向を向くように、支持軸２２の軸方向に対して傾斜してい
る。塗布部２１と支持軸２２とがこのような傾斜関係で結合していることによって、塗布
用具２を用いた化粧料４の塗布を容易に行うことができる（このことについては、後ほど
詳述する）。
【００２１】
　図４（ａ）ないし（ｃ）には、図２に示す塗布部２１の正面図並びにその縦断面図及び
横断面図が示されている。これらの図及び先に説明した図２から明らかなように、塗布部
２１は、その露出面の全域が曲面のみで形成されている。換言すれば、塗布部２１は、角
部を全く有していない滑らかなものである。図４（ｃ）は塗布部２１の長手方向と直交す
る方向での断面図であり、同図に示される第１の面２１Ａ側における二つの凸部２１１は
その曲率半径が０．５ｍｍ以上で、かつ塗布部２１の全幅長さの２０％以下の寸法である
ことが好ましい。この範囲であれば下地を削り取らずに化粧料４を塗布することができ、
かつ凸部２１１と凸部２１１の間に、十分な量の化粧料４を保持することが可能な凹部を
形成することができる。また二つの凸部２１１の間に位置する窪み部２１Ｃはその曲率半
径が０．５ｍｍ以上で、かつ塗布部２１の全幅長さの４０％以下の寸法であることが好ま
しい。この範囲であれば、化粧料４を塗布したときに窪み部２１Ｃから化粧料４が効果的
に放出され、窪み部２１Ｃに化粧料４が残ることがない。このような凸部２１１及び窪み
部２１Ｃの断面の曲線形状は、塗布部２１の根元付近から先端付近までにわたって適用さ
れていることが好ましい。図４（ｃ）に示す塗布部２１の断面の外周形状は、完全に曲線
であることを要せず、微視的に細分化された多角形である場合や、一部が概略直線になっ
ている場合等、実質的に曲線とみなせる場合も包含する。その場合は円弧曲線で近似して
曲率半径を当てはめることができる。
【００２２】
　更に塗布部２１は、その露出面の全域が平滑になっている。換言すれば、塗布部２１に
は、植毛加工等が施されておらず、かつ皺状、シボ状、梨地状等を始めとする各種の微細
な凹凸を、その露出面の全域において全く有していない。要するに、塗布部２１は「滑ら
か」で「つるつる」したものである。塗布部２１がこのような特異な形状を有しているこ
とによって、本実施形態の塗布部具１を用いて化粧料を口唇に塗る場合、先に塗られてい
る化粧料を拭い取ったり削り取ったりすることなく、その上に別の化粧料を首尾良く塗り
重ねることができる。また、使用後においては、塗布部２１に残存した化粧料を容易に除
去することができるので、容器３内に塗布部２１を挿入した場合に、容器３内に収容され
ている化粧料の着色や変色を効果的に防止することができる。
【００２３】
　図５には、本実施形態の塗布具１の使用状態の一例が示されている。塗布用具２を容器
３から抜き出すと、その間に、塗布部２１に付着した化粧料４のうち、過剰量が弁部材３
１によってしごき落とされ、先に説明した図３に示すように、適量の化粧料４が塗布部２
１の窪み部２１Ｃに保持された状態となる。この状態の塗布部２１は、化粧料４が保持さ
れていることが使用者に対して一目瞭然となるので、初めて使う者でも、塗りたいポイン
トに必要な量だけ化粧料４を塗ることが簡単かつ確実にできる。この場合、塗布部２１の
色を、化粧料４の色に対してコントラストの高い色とすれば、化粧料４が保持されている
ことが一層明瞭となる。そして、図５に示すように、塗布部２１における化粧料４の保持
面である第１の面２１Ａを上唇５Ａ又は下唇５Ｂに対向させて、化粧料４の塗布を行う。
この場合、先に述べたとおり、塗布部２１は支持軸２２の軸線に対して傾斜しているので
、上唇５Ａ及び下唇５Ｂのどちらに化粧料４を塗布する場合であっても、塗布用具２を把
持する使用者の手の位置が、使用者の顔から離れるので、自然な状態で塗布の動作を行う
ことができる。
【００２４】
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　塗布部２１と支持軸２２とがなす角度は１０°～５０°が好ましい。この範囲であれば
、塗布用具２を把持する使用者の手の位置が使用者の顔と接触する可能性が低くなり、か
つ塗布用具２の容器３からの抜き挿しがし易くなり、しかも容器直径も小さく携帯性にも
優れたものとすることができる。更に好ましい角度は２０°～４０°である。
【００２５】
　第１の面２１Ａの凹面は、塗布部２１の側面視での曲率半径が概略で１０ｍｍ～１００
ｍｍ程度が好ましい。この範囲であれば、図５に示すように化粧料４を唇に塗布するとき
、塗布面が唇に均一に接触するので、塗布面の縦方向にわたってほぼ全域で化粧料４を塗
布することができる。
【００２６】
　このようにして化粧料４を口唇に塗布すると、塗布された化粧料４は、図６に示すよう
に、口唇の横方向にわたって頂上部Ｔの位置に特に多量に塗布される。この位置に化粧料
４が多量に塗布された口唇は魅力的な外観を呈する。特に頂上部Ｔは曲率が大きく光を反
射しやすい部位なので、当該部位にパール粉等の光輝性粉体が含まれている化粧料４が多
量に塗布されると、光輝性粉体による反射が一層強調されて、一層魅力的な外観を呈する
。口唇の頂上部Ｔに化粧料４が多量に塗布される理由は、凹面である第１の面２１Ａに、
化粧料４を保持するための窪み部２１Ｃが形成されているからである。窪み部２１Ｃが形
成されていない場合には、口唇の全体にわたって化粧料４が塗布される分だけ、頂上部Ｔ
に塗布される化粧料４の量が相対的に減少してしまう。
【００２７】
　また、窪み部２１Ｃが凹面である第１の面２１Ａに形成されていることによって、該窪
み部２１Ｃに保持されている化粧料４をすべて口唇に塗布することができる。この凹面は
口唇にぴったりとフィットするからである。
【００２８】
　本実施形態の塗布具１における塗布部２１は、先に述べたとおり、縦長の形状をしてい
る。そして、その左右の側縁が、長手方向Ｘの少なくとも中央域において略直線状をなし
かつ互いに平行になっている。つまり、塗布部２１は、その長手方向Ｘに沿って、幅方向
断面での形状変化が少なくなっている。塗布部２１がこのような形状となっていることに
よって、塗布部２１に付着した過剰の化粧料４を、弁部材３１を用いてしごき落とす場合
に、適量の化粧料４を塗布部２１に保持させることができるという有利な効果が奏される
。
【００２９】
　左右の側縁が略直線状をなしていることと関連して、塗布部２１は、これ幅方向Ｙで断
面視したとき（図４（ｃ）参照）、第２の面２１Ｂが凸面となっている。このことによっ
ても、過剰の化粧料４が塗布部２１に付着しづらくなり、適量の化粧料４を塗布部２１に
保持させることができるという有利な効果が奏される。更に、凸面となっている第２の面
２１Ｂの該凸面の曲率が、弁部材３１に設けられている円孔の孔部３１Ａの曲率と略一致
していると、弁部材３１による化粧料４のしごき取りが効率的に行われ、過剰の化粧料が
塗布部２１に付着しづらくなる。
【００３０】
　更に塗布部２１は、図２に示すように、その先端部２１Ｅが丸みを帯びた曲面になって
いるところ、該先端部２１Ｅは、長手方向Ｘに沿う幅方向断面での形状変化が大きくなっ
ている。先端部２１Ｅがこのような形状になっていることで、塗布部２１を容器３内から
抜き出すときに、化粧料４の液切れ性が良好になり、過剰の化粧料４が塗布部２１に付着
しづらくなる。
【００３１】
塗布部２１は一般に合成樹脂製のものである。この合成樹脂としては、例えばポリエチレ
ン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ポリスチレンなどの比較的硬質なプ
ラスチックを用いることが、塗布の操作性の点から好ましい。ここで言う硬質とは、塗布
具１を使用するときに塗布部２１に加わる圧力によって塗布部２１が変形しない程度に硬



(7) JP 5324900 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

い性質を有していることを言う。また、塗布部２１は、その使用時に若干撓む程度の柔軟
性を有していても差し支えなく、例えばシリコンやウレタンなどの各種エラストマーを使
用することができ、塗布時の感触の点からエラストマーを用いることが好ましい。
【００３２】
　次に、本発明の塗布具の第２ないし第６の実施形態を、図７ないし図１８を参照しなが
ら説明する。これらの実施形態については、先に説明した第１の実施形態と異なる点につ
いて説明し、特に説明しない点については、第１の実施形態に関して詳述した説明が適宜
適用される。また、図７ないし図１８において、図１ないし図６と同じ部材には同じ符号
を付してある。
【００３３】
　図７及び図８に示す第２の実施形態においては、塗布部２１における第１の面２１Ａに
形成された窪み部２１Ｃの形状が、第１の実施形態と相違している。詳細には、本実施形
態における窪み部２１Ｃは、塗布部２１の長手方向Ｘに沿って縦長の略十字形ないし略菱
形をしている。したがって、本実施形態の塗布部２１の窪み部２１Ｃに化粧料４が保持さ
れた状態は図９に示すようになる。本実施形態によれば、第１の実施形態に比較して、保
持状態での化粧料４の形状が特徴的なので、塗布部２１に化粧料４が保持されていること
が使用者に対してより一層一目瞭然となり、化粧料４の塗布に際して使用者が塗布面を一
層間違いづらくなる。また、塗布面である第１の面２１Ａの中央部に化粧料４がより多く
保持されるので、塗布したときに唇の頂上部Ｔにより多くの量の化粧料４が塗布され、よ
り一層魅力的な外観を呈することが可能になる。
【００３４】
　図１０及び図１１に示す第３の実施形態においては、これまでの実施形態と異なり、塗
布部２１が略円形の扁平体からなる。第１の面２１Ａに形成されている窪み部２１Ｃも略
円形になっている。本実施形態によれば、塗布部２１が、塗布面である第１の面２１Ａに
直交する中心軸周りに軸対象な形状となるので、化粧料４を唇に塗布するとき、唇の表面
上で塗布部２１をどの方向に滑らせても塗布状態が変化せず、塗布厚みを一定にすること
ができる。例えば、先ず唇に対して横（左右）方向に塗布部２１を動かして唇全体に化粧
料４を塗布し、その後、唇に対して縦（上下）方向に塗布部２１を動かすなどして細かな
部分の部分的な塗布状態を修正することができる。その際も化粧料４の塗布量が変わらず
、しかも先に塗布した下地には影響を及ぼさないので、手早く簡単に修正することができ
る。また、唇表面で円を描くように塗布部２１を回して化粧料４を塗布したり、あるいは
支持軸２２を横に持って軸方向に引く、又は押すなどして塗布したりすることができ、使
用者の好みあるいは使い慣れた方法に応じて持ち方や塗布方向を自由に選ぶことができる
。
【００３５】
　これまでに説明してきた実施形態においては、化粧料４を保持するための窪み部２１Ｃ
が塗布部２１に１箇所のみ形成されていたが、図１２及び図１３に示す第４の実施形態に
おいては、塗布部２１の複数箇所において化粧料４が保持される。塗布部２１は、第１及
び第２の実施形態と同様に、支持軸２２の延びる方向に長手方向Ｘを有し、長手方向Ｘと
直交する方向に幅方向Ｙを有する縦長の形状である。また塗布部２１は、長手方向Ｘに沿
って湾曲している。更に、塗布部２１は、その露出表面全域が曲面のみで形成された平滑
なものになっている。長手方向に沿って湾曲した塗布部２１は、凹状に湾曲した側に第１
の面２１Ａを有し、凸状に湾曲した側に第２の面２１Ｂを有している。そして塗布部２１
は、塗布用具２が容器３内に挿入された状態において、第１の面２１Ａが容器３の底部方
向を向くように、塗布部２１が支持軸２２の軸方向に対して傾斜している。
【００３６】
　塗布部２１においては、第１の面２１Ａが、化粧料４の付着面となっている。化粧料４
の付着面である第１の面２１Ａにおいては、その幅方向Ｙの中央域に、長手方向Ｘに延び
、かつ幅方向Ｙの断面が略山形である凸条部２１Ｄが一条形成されている。凸条部２１Ｄ
は、塗布部２１の長手方向Ｘのほぼ全長にわたって形成されている。凸条部２１Ｄはその



(8) JP 5324900 B2 2013.10.23

10

20

30

40

50

高さが、その延びる方向にそってほぼ同じになっている。
【００３７】
　略山形をなす凸条部２１Ｄは、図１３（ｃ）に示すように、２つの斜面２１Ｆ，２１Ｆ
を有している。斜面２１Ｆは、塗布部２１の長手方向Ｘに沿って、該塗布部２１のほぼ全
長にわたって形成されている。斜面２１Ｆは、化粧料４の保持が可能な凹状の湾曲面をな
している。そして、図１４に示すように、この湾曲面に化粧料４が保持される。つまり同
図に示すように、塗布部２１には、その両側部の位置に、長手方向Ｘに延びる二条の化粧
料保持領域が形成される。化粧料４の保持の程度は、凹状の湾曲の程度を調整することで
コントロールできる。この場合、２つの湾曲面２１Ｆ，２１Ｆの湾曲の程度は同じでもよ
く、又は異なっていてもよい。
【００３８】
　このように本実施形態の塗布部２１は、二条の化粧料保持領域を有しており、より多く
の化粧料４を保持することができるので、化粧料４を保持した状態での１回当りの塗布可
能面積が増える。その結果塗布部２１に化粧料４を保持させるために塗布部２１を容器３
に戻して再び出す操作の回数を減らすことができる。また、二条の化粧料保持領域が使用
者の目を引きやすいので、塗布部２１に化粧料４が保持されていることが使用者に対して
より一層一目瞭然となり、化粧料４の塗布に際して使用者が塗布面を一層間違いづらくな
る。
【００３９】
　図１５及び１６に示す第５の実施形態は、第４の実施形態の変形例である。本実施形態
が第４の実施形態と相違する点は、凸条部２１Ｄの形状である。詳細には、第４の実施形
態における凸条部２１Ｄはその高さが、その延びる方向にそってほぼ同じになっていたの
に対し、本実施形態における凸条部２１Ｄは、長手方向Ｘの中央域における高さが、長手
方向Ｘの先端域及び後端域における高さよりも低くなっている。長手方向Ｘの中央域にお
ける凸条部２１の高さは、該中央域に化粧料４を保持可能な程度に低いものである。要す
るに、凸状部２１Ｄは、長手方向Ｘの中央域において化粧料４の付着が可能になっている
。その結果、本実施形態の塗布部２１においては、その両側部の位置に、長手方向Ｘに延
びる二条の化粧料保持領域が形成され、かつ長手方向Ｘ及び幅方向Ｙの中央域にも化粧料
保持領域が形成される。したがって、本実施形態の塗布部２１に化粧料４を保持させると
、図１７に示すように、塗布部２１の正面視において、略Ｈ字形の化粧料保持領域が形成
される。
【００４０】
　本実施形態によれば、二条の化粧料保持領域により化粧料の保持量が増加するので、化
粧料４を保持した状態での１回当りの塗布可能面積が増え、塗布部２１に化粧料４を保持
させるために塗布部２１を容器３に戻して再び出す操作の回数を減らすことができる。そ
のうえ、塗布部２１の中央部により多くの化粧料４が保持されるので、塗布したときに唇
の頂上部Ｔにより多くの化粧料４が塗布され、より一層魅力的な外観を呈することが可能
になる。また、本実施形態の塗布部２１は、略Ｈ字形という特徴的な形状なので、塗布部
２１に化粧料４が保持されていることが使用者に対してより一層一目瞭然となり、化粧料
４の塗布に際して使用者が塗布面を一層間違いづらくなる。
【００４１】
　これまで説明してきた実施形態は、基体部そのものが塗布部２１となっている実施形態
であったが、図１８に示す第６の実施形態においては、塗布部２１が、扁平体からなる基
体部と、該基体部の表面に植毛処理が施されてなる植毛部とから構成されている。なお、
本実施形態は、先に説明した第１の実施形態の塗布用具における扁平な基体部の表面に植
毛部を設けた実施形態であるが、同様の実施形態は、第２ないし第５の実施形態にも適用
可能である。基体部の表面に植毛処理が施されることにより、表面が曲面で形成されかつ
平滑であるという基体部の特徴を損なうことなく、化粧料の塗布時に塗布部２１に保持可
能な化粧料の量を、これまでに説明してきた実施形態よりも更に多くすることができる。
その結果、化粧料の塗布回数を減らすことが可能となる。また、本実施形態は、以下に述
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べる理由（１）ないし（３）から、植毛繊維が下地化粧料を拭い取ってしまう不具合を最
小限に抑えることが可能となる。
【００４２】
（１）塗布部２１が口唇にぴったりとフィットする凹面を形成しているので、塗布具の塗
布面全体に均等に力が加わり、部分的に大きな力が加わって下地化粧料を拭い取ってしま
うという不具合を低減できる。かつ、塗布面に窪み部を備えているので唇と接触する面積
が小さくなり、下地化粧料を拭い取ってしまう量を最小限にできる。
（２）窪み部に化粧料４が保持されていることから、植毛繊維は化粧料４に埋もれており
、植毛繊維と口唇表面の下地化粧料とが直に接触する面積を最小限にとどめることができ
るので、下地化粧料を拭い取ってしまう前に化粧料４を塗布することができる。保持され
ている化粧料４が放出尽くされた時には、既に口唇の下地化粧料の表面に化粧料が塗布さ
れた状態なので、植毛繊維が下地化粧料を拭い取る機会を低減することができる。
（３）化粧料は、過剰量が弁部材によってしごき落とされ化粧料４が塗布部２１の窪み部
２１Ｃに保持された状態にあることから、塗布部２１が使用者に対して一目瞭然となるの
で、使用者が塗布具の塗布面を正しく認識して使うことができ、間違えて化粧料がしごき
落とされている面を使用して下地化粧料を拭い取ってしまう失敗を防ぐことができる。
【００４３】
　また植毛処理された塗布具の別の利点として、化粧料の塗布時にソフトな感覚を付与す
ることができるという点も挙げられる。
【００４４】
　植毛部を構成する繊維は、長さが０．１～３ｍｍで、太さが０．５Ｔ（デシテックス）
～５Ｔのものが好ましい。長さ及び太さがこの範囲のなかで、異なる２種以上の繊維を組
み合わせて用いることも可能である。繊維の材質は、塗布時に求められる感触に応じ、適
切なものが選択される。一般にはポリアミド樹脂を用いることで、好ましいソフトな感触
を得ることができる。基体部の表面に植毛処理を施すためには、静電植毛法等の公知の技
術を適宜採用すればよい。
【００４５】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されず、種々の変更が可能である。例えば図１ないし図１１に示す実施形態における塗
布部２１の窪み部２１Ｃの形状は、上述したものに限られず、種々の形状を採用すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１は、本発明の口唇化粧料塗布具の第１の実施形態の容器を破断した状態で示
す正面図である。
【図２】図２は、図１に示す口唇化粧料塗布具における塗布部を拡大して示す斜視図であ
る。
【図３】図３は、図２に示す塗布部に化粧料を保持させた状態を示す斜視図である。
【図４】図４（ａ）は図１に示す口唇化粧料塗布具における塗布部の正面図であり、図４
（ｂ）は図４（ａ）におけるｂ－ｂ線断面図であり、図４（ｃ）は図４（ｂ）におけるｃ
－ｃ線断面図である。
【図５】図５は、図１に示す口唇化粧料塗布具の使用状態の一例を示す説明図である。
【図６】図６は、図１に示す口唇化粧料塗布具を用いて化粧料を口唇に塗った状態を模式
的に示す図である。
【図７】図７は、本発明の口唇化粧料塗布具の第２の実施形態における塗布部を示す斜視
図（図２相当図）である。
【図８】図８（ａ）は、図７に示す塗布部の側面図であり、図８（ｂ）は図８（ａ）にお
けるｂ－ｂ線断面図であり、図８（ｃ）は図８（ａ）におけるｃ－ｃ線断面図であり、図
８（ｄ）は図８（ａ）におけるｄ－ｄ線断面図である。
【図９】図９は、図７に示す塗布部に化粧料を保持させた状態を示す斜視図である。
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【図１０】図１０は、本発明の口唇化粧料塗布具の第３の実施形態における塗布部を示す
斜視図（図２相当図）である。
【図１１】図１１（ａ）は、図１０に示す塗布部の側面図であり、図１１（ｂ）は図１１
（ａ）におけるｂ－ｂ線断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の口唇化粧料塗布具の第４の実施形態における塗布部を示す
斜視図（図２相当図）である。
【図１３】図１３（ａ）は、図１２に示す塗布部の側面図であり、図１３（ｂ）は図１３
（ａ）におけるｂ－ｂ線断面図であり、図１３（ｃ）は図１３（ａ）におけるｃ－ｃ線断
面図であり、図１３（ｄ）は図１３（ａ）におけるｄ－ｄ線断面図である。
【図１４】図１４は、図１２に示す塗布部に化粧料を保持させた状態を示す斜視図である
。
【図１５】図１５は、本発明の口唇化粧料塗布具の第５の実施形態における塗布部を示す
斜視図（図２相当図）である。
【図１６】図１６（ａ）は、図１５に示す塗布部の側面図であり、図１６（ｂ）は図１６
（ａ）におけるｂ－ｂ線断面図であり、図１６（ｃ）は図１６（ａ）におけるｃ－ｃ線断
面図であり、図１６（ｄ）は図１６（ａ）におけるｄ－ｄ線断面図であり、図１６（ｅ）
は図１６（ａ）におけるｅ－ｅ線断面図であり、図１６（ｆ）は図１６（ａ）におけるｆ
－ｆ線断面図である。
【図１７】図１７は、図１５に示す塗布部に化粧料を保持させた状態を示す斜視図である
。
【図１８】図１８は、本発明の口唇化粧料塗布具の第６の実施形態における塗布部を示す
斜視図（図２相当図）である。
【図１９】図１９は、従来技術の口唇化粧料塗布具において、化粧料塗布時に下地が削ら
れる状態を模式的に示す図である。
【符号の説明】
【００４７】
　　１　口唇化粧料塗布具
　　２　塗布用具
　　　２１　塗布部
　　　　２１Ａ　第１の面（凹面）
　　　　２１Ｂ　第２の面（凸面）
　　　　２１Ｃ　窪み部
　　　　２１Ｄ　凸条部
　　　２２　支持軸
　　　２３　蓋体
　　３　容器
　　　３１　弁部材
　　　３１Ａ　孔部
　　　３３　口部
　　４　化粧料



(11) JP 5324900 B2 2013.10.23

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】 【図５】

【図６】



(12) JP 5324900 B2 2013.10.23

【図７】 【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】



(13) JP 5324900 B2 2013.10.23

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】



(14) JP 5324900 B2 2013.10.23

10

フロントページの続き

(72)発明者  栗田　乾綱
            東京都墨田区文花２－１－３　花王株式会社研究所内

    審査官  青木　良憲

(56)参考文献  特開２００６－２９６６２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－００８７２７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３４６４６９（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ４５Ｄ　　３４／０４　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

